
　神奈川県は、相模原市、津久井町及び相模湖町の１市２町の合
併が確定したことを踏まえ、神奈川県が定めた当地域への支援方
針に基づき、新市の一体性の確保や行財政運営の安定化のため、
市町村合併特例交付金を措置することを決定しました。
　この市町村合併特例交付金は、合併準備のための電算システム
統合の経費や合併後の新市のまちづくり事業などに利用すること
になります。

市町村合併特例交付金　１０億円（９月補正予算額：１０月５日県議会議決）

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会

　相模原市、津久井町及び相模湖町の　　　
　合併に伴う神奈川県の支援について　

　６面の財政計画には専門的な用語が多く使われていますので、用語の意味と主な積
算の考え方について補足して説明します。
歳　入
①市税
　市民の皆様から納めていただく市の税金で、市民税や固定資産税などのことです。
　国と地方の税財政を見直す、いわゆる「三位一体の改革」による税源移譲や個人住
民税の定率減税の廃止などを見込んでいますが、市税全体では、長期的に減少傾向で
推移するものとしています。
　なお、本格的な税源移譲が行われるまでの措置（所得譲与税）については、平成１９
年度に制度が終了しますので、以降は市税として相当分を見込んでいます。
②地方譲与税 ･交付金
　国や県が徴収した税の一部から市町村に配分されるもので、地方譲与税としては所
得譲与税や自動車重量譲与税など、交付金としては利子割交付金や地方消費税交付金な
どがあります。
③地方交付税
　全ての地方公共団体が一定水準の行政サービスを提供できるように、所得税などの
国税から地方公共団体に交付されるもので、普通交付税と特別交付税があります。普
通交付税は、財政力指数（一般財源必要額に対して市税等の一般財源収入額がどの程
度確保されているのかを示す数値）が１．０以上の自治体には交付されません。
　１８年度に合併した場合、２７年度まで合併算定替（合併前の市町が存続したものとし
て算定される普通交付税額を保証する特例措置）を適用したうえで、現相模原市分に
ついては普通交付税の交付を受けないものとし、津久井町、相模湖町分については、
国の財政支援措置を加算し、藤野町分については横ばいとして推計しています。
④国 ･県支出金
　特定の仕事に対して、国 ･県から交付される資金のことで、生活保護費や児童手当
などの負担金、道路や学校建設のための補助金などがあります。
　歳出の扶助費や投資的経費に連動して推計するほか、三位一体の改革（国と地方の
税財政改革）による税源移譲分としての削減分を見込んでいます。
⑤市債
　一時的に多額の費用がかかる道路や学校などの公共施設の建設事業に対し、借り入
れる資金などのことです。
　臨時財政対策債（財源不足を補てんするため、従来地方交付税で配分されていたも
のを、個々の地方公共団体が地方債を発行して資金調達をするもので、元利償還金相
当額については、後年度、地方交付税措置されることになっています）は平成１８年度
までの制度ですが、今後も地方財源の不足が根本的に解消される要素は少ないことか
ら、何らかの代替措置があるものとして推計しています。
　減税補てん債（国の減税政策による地方税の減収分を補てんするための地方債）
は、個人住民税の定率減税が廃止される影響を見込んで推計しています。
　また、１市２町の合併に係る合併特例債の発行を見込んでいます。
歳　出
①人件費
　議員や職員の給料、期末・勤勉手当、退職金などです。
　議員の定数については、市町村の合併の特例等に関する法律に基づく定数特例を適
用することとし、１９年度から２２年度までは津久井町分２人、相模湖町分１人、藤野町
分１人を加えて５０人とし、２３年度以降は現在の市の定数である４６人として積算しまし
た。一般職員については、平成２２年度までに１６５人削減するものとして推計していま
す。

②扶助費
　生活保護費や児童手当、児童扶養手当など法令に基づいて支給される費用のほか、
市町村が独自で行っている施策に基づき支給される費用を含みます。
　しばらくは増加傾向が続くものとし、地方公共団体全体での伸び率を用いて、段階
的に伸び率が縮減するものとして推計しました。
③公債費
　建設事業や財源不足の補てんのために借りた市債などの返済金とその利息のことで
す。現在の返済計画などの条件を当てはめて積算しています。
　財政運営の状況を図る指標の一つである「公債費負担比率※」に相当する数値を本
財政計画の数値を使用して仮に算定すると、各年度１３％台後半から１５％台後半となり
ます。
※公債費負担比率とは、公債費に充当された一般財源（使途が限定されない財源）の一
般財源総額に対する割合をいい、この率が高いほど財政運営の硬直性が高まると言わ
れています。
　相模原市の平成１６年度の公債費負担比率は１４．８％、中核市平均は、平成１５年度で
１６．７％（平成１７年度地方財政白書）となっています。
④物件費
　委託料、役務費（通信運搬費、手数料など）、賃金、旅費、消耗品費などの消費的
な経費の総称です。
　過去の実績は減少傾向ですが、今後委託料などが増加するものとし、全体では微増
していくものと見込んでいます。
⑤補助費等
　各種団体や個人に対する補助金、交付金のほか寄付金や保険料が含まれています。
　津久井郡広域行政組合は解散するため、その負担金を除いた額で推計しています。
⑥投資的経費
　主に、道路や学校、庁舎などの施設の建設、整備に必要となる事業の経費のことで
す。
　主要事業に位置付けた事業の概算事業費や、道路の補修など経常的に必要な経費に
ついて積算しています。

※参考　（平成１６年度の各市町一般会計決算）

（※）財政計画における用語解説と積算の考え方

　平成１７年７月１０日（日）に開催した第２回相模原・津久井地域
合併協議会で、「合併の期日」の採決をめぐり、城山町長より副
会長職を辞任する申し入れがあり、合併協議会の開催日程などが
決まり次第お知らせすることとしておりました。
　平成１７年９月１４日付けで城山町長より相模原・津久井地域合併
協議会会長に対して、「合併協議の延期等」について相談したい
旨の文書が提出され、関係市町等で調整を行ってまいりました
が、平成１７年１１月７日（月）に第３回相模原・津久井地域合併協
議会を開催することになりました。詳しくは８面の会議開催のお
知らせをご覧ください。

相模原・津久井地域合併協議会

第３回相模原・津久井地域合併協議会を開催します

　相模原市、津久井町及び相模湖町の１市２町では、平成１８年３
月２０日の合併に向け、合併後の新しい行政サービスなどについ
て、調整作業を進めています。
　今後、住民の皆様に身近な行政サービスや窓口が合併によりど
のようになるのかについては、広報紙などによりお知らせをする
とともに、相模原市に編入される津久井町及び相模湖町の住民の
皆様には、平成１８年２月頃にガイドブックを配布する予定です。
　また、合併後の新相模原市において、行政サービスを円滑に提
供していく上で必要となる電算システムの統合については、これ
までに１市２町合わせて約１２億６千万円を予算計上し、住民サー
ビスに支障をきたすことがないよう、統合作業を進めています。

　相模原市、津久井町及び相模湖町の　　　
合併準備の状況について　

歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位；千円）

合　計その他市　債国・県支出金地方交付税地方譲与税
・交付金市　税

１８２，６３５，９３５１９，３２０，００８３１，０４１，４００２３，２２５，２４４４７２，１８２１５，２５７，２２０９３，３１９，８８１相模原市
８，５４６，３６８１，６３６，６０１１，２０７，３００６７９，８１１９８１，０６５７０３，１９４３，３３８，３９７津久井町
３，５０６，０２０４０８，１８９５１１，５００３７８，９８９９４４，２８８２４０，６４８１，０２２，４０６相模湖町
３，９４９，９８０５０１，８８５６５８，３００３００，０８５１，００５，９１６３１９，８７２１，１６３，９２２藤野町
１９８，６３８，３０３２１，８６６，６８３３３，４１８，５００２４，５８４，１２９３，４０３，４５１１６，５２０，９３４９８，８４４，６０６合　計

歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位；千円）

合　計その他投資的経費補助費等物件費公債費扶助費人件費
１７７，１１４，４２０２６，２８９，３２９２２，３０９，８０５６，９７３，３４１２２，２６２，２４９３５，７５６，３２６２６，４０３，０９６３７，１２０，２７４相模原市
８，２５４，８８５９９２，７３３７４９，１８１１，３６４，８６３１，０８３，２４７１，２２０，４６９４５２，１９４２，３９２，１９８津久井町
３，４２２，２５８４４６，３８５１４４，３２２５５５，９７３５４１，８５７６７５，２５４１４４，０２４９１４，４４３相模湖町
３，７４２，６７１６０６，９９８４５１，９０４５７３，０１６４７３，９００４７８，５８７１４３，６８１１，０１４，５８５藤野町
１９２，５３４，２３４２８，３３５，４４５２３，６５５，２１２９，４６７，１９３２４，３６１，２５３３８，１３０，６３６２７，１４２，９９５４１，４４１，５００合　計

（注）市債、公債費は、減税補てん債などの借換えのため、例年より多くなっています。

計画案の配布と意見の提出について
　３面から６面に掲載した相模原市・藤野町合併市町村基本計画
（素案）に対して、広くご意見を募集します。計画案の全文は下
記で配布していますので、ぜひご覧いただき、ご意見をお寄せく
ださい。
配布場所　＜相模原市＞　相模原市・藤野町合併協議会事務局（広

域行政推進課）、行政資料コーナー、各出
張所、各公民館

　　　　　＜藤 野 町＞　合併推進課、各支所
　　　　　＜津久井町＞　合併対策室、町政情報コーナー、各支所、

生涯学習センター、文化福祉会館、串川ひ
がし会館

　　　　　＜相模湖町＞　合併推進課、各公民館、さがみ湖リフレ
ッシュセンター、相模湖交流センター

募集期間　１１月１日（火）から１１月３０日（水）まで
記載事項　必ず住所、氏名、電話番号を明記の上、

①該当する個所（どの部分についてのご意見かわかるよ
うに、見出し、行数などを明記してください）
②ご意見とその理由について書いてください。

提出方法　直接持参、郵送、ファックス、Ｅメールで相模原市・藤
野町合併協議会事務局へ（〒２２９－００３６　相模原市富士見
６－６－２３けやき会館３階　6０４２－７６８－４０６６、Ｅメール
kouiki-１４@city.sagamihara.kanagawa.jp） 
　なお、直接持参される場合は、藤野町、津久井町、相模
湖町の各合併担当課でも受け付けます。

注意事項　提出書面の様式は問いませんが、口頭や電話でのご意見
はご遠慮ください。なお、合併協議会ホームページ（ht 
tp://www.sf-gappei.jp）から参考様式をダウンロードで
きます。

　　　　　いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。
また、住所、氏名等の個人情報を除き、公開させていただく
ことがあります。


